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「メチルセルロース」等の食品安全基本法第24条に基づく食品健康影響評価について 

 
食品添加物「メチルセルロース」について、規格基準改正の検討を開始するに当たり、食品安全

基本法（平成15年法律第48号）第24条第１項第１号の規定に基づき、食品安全委員会に食品健康影
響評価を依頼するものである。 

また、メチルセルロースの規格基準改正に伴い、使用基準において併用の記載があるカルボキシ
メチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム及びデンプングリコール酸
ナトリウムについても、規格基準の記載に変更が生じるため、同様に食品健康影響評価を依頼する。 

 
評価依頼添加物の概要は、以下のとおりである。 
 
なお、食品安全委員会の食品健康影響評価結果の通知を受けた後に、薬事・食品衛生審議会にお

いて、規格基準の改正について検討することとしている。 
 

１．今回の諮問の経緯 
・令和５年５月26日、規格基準改正要請者からの規格基準改正の要請を受理 

 
２．評価依頼物質の概要 

名称  メチルセルロース 

分子式等 

 
 
 
 
 
 
 

R＝－H, －CH３ 

用途 製造用剤（結合剤等） 

成分概要 

 メチルセルロースは、セルロース繊維を水酸化ナトリウム及び塩化
メチルと反応させることで、セルロースの水酸基の一部をメチル基に
置換し、その後、精製・粉砕することにより調製される。本品は、加
熱時にゲル化する、界面活性に優れる等の性質を持つことから、食品
の結合剤等に使用される。 

日本における 
使用状況 

昭和35年9月10日に食品添加物として指定されている。 

使用基準（案） 
（下線部：改正箇所） 

改正後 改正前 

（削除） メチルセルロースの使用量は、

食品の 2.0%以下でなければならな
い。ただし、メチルセルロースを
カルボキシメチルセルロースカル
シウム、カルボキシメチルセル
ロースナトリウム又はデンプング
リコール酸ナトリウムの１種以上
と併用する場合にあっては、それ



ぞれの使用量の和が食品の 2.0%以

下でなければならない。 

その他 

本規格基準改正に伴い、カルボキシメチルセルロースカルシウム、
カルボキシメチルセルロースナトリウム、デンプングリコール酸ナト
リウムの使用基準におけるメチルセルロースとの併用に関する記載を
削除する。 
なお、現行の基準では、これらの品目はメチルセルロースを含めた

４品目の合計で食品の 2.0％以下でなければならないとされている。
そのため、現行基準においてもメチルセルロースを除いた３品目の合
計が 2.0％以下での使用が認められていることから、本改正による実
態上の変更はない。 
これらの品目の使用基準（案）については、別紙のとおり。 

国際機関、 
海外での状況等 

JECFA、
EFSA 

 JECFAでは、メチルセルロース等の加工セルロース類に

ついて、ADIを「特定しない（not specified）」と評価
している。（1989年） 
 EFSAでは、メチルセルロース等の加工セルロース類に
ついて、報告されている用途及び摂取量においては安全
性 に 懸 念 が 無 く 、 ADI を 「 特 定 し な い （ not 
specified）」と評価している。（2018年） 
 なお、JECFA及びEFSAによりグループ評価された加工セ
ルロース類には、カルボキシメチルセルロースカルシウ
ム及びデンプングリコール酸ナトリウムは含まれない。 

国際規格  あり（Codex：GMPに従って、制限なく使用できる） 

使用状況 

米国では、GRAS物質として使用が認められている。最

高使用量は規定されていない。 

欧州連合では、幅広く食品に使用することができる食

品添加物とされている。最高使用量は規定されていな

い。 

欧米を中心に、ダイエタリーサプリメント用のカプセ

ル基材、錠剤の結合剤、又はコーティング剤等として広

く使用されている。 

食品安全委員会での 
評価等 

初回 

JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives)：FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議  

EFSA (European Food Safety Authority)：欧州食品安全機関 
ADI（Acceptable Daily Intake）：許容一日摂取量 
GRAS（Generally Recognized As Safe）：一般に安全とみなされている 

GMP（Good Manufacturing Practice）：適正製造規範 

  



（別紙） 

カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、デンプング
リコール酸ナトリウムの使用基準改正（案）（下線部：改正箇所） 

 改正後 改正前 

カルボキシメチルセル
ロースカルシウム 

カルボキシメチルセルロースカ
ルシウムの使用量は、食品の
2.0％以下でなければならない。 
ただし、カルボキシメチルセル

ロースカルシウムをカルボキシメ
チルセルロースナトリウム及びデ
ンプングリコール酸ナトリウムの
１種以上と併用する場合にあって

は、それぞれの使用量の和が食品
の 2.0％以下でなければならな
い。 

カルボキシメチルセルロースカ
ルシウムの使用量は、食品の
2.0％以下でなければならない。 
ただし、カルボキシメチルセル

ロースカルシウムをカルボキシメ
チルセルロースナトリウム、デン
プングリコール酸ナトリウム及び
メチルセルロースの１種以上と併

用する場合にあっては、それぞれ
の使用量の和が食品の 2.0％以下
でなければならない。 

カルボキシメチルセル
ロースナトリウム 

カルボキシメチルセルロースナ
トリウムの使用量は、食品の
2.0％以下でなければならない。 
ただし、カルボキシメチルセル

ロースナトリウムをカルボキシメ
チルセルロースカルシウム及びデ
ンプングリコール酸ナトリウムの
１種以上と併用する場合にあって
は、それぞれの使用量の和が食品
の 2.0％以下でなければならな

い。 

カルボキシメチルセルロースナ
トリウムの使用量は、食品の
2.0％以下でなければならない。 
ただし、カルボキシメチルセル

ロースナトリウムをカルボキシメ
チルセルロースカルシウム、デン
プングリコール酸ナトリウム及び
メチルセルロースの１種以上と併
用する場合にあっては、それぞれ
の使用量の和が食品の 2.0％以下

でなければならない。 

デンプングリコール酸
ナトリウム 

デンプングリコール酸ナトリウ
ムの使用量は、食品の 2.0％以下
でなければならない。 
ただし、デンプングリコール酸

ナトリウムをカルボキシメチルセ
ルロースカルシウム及びカルボキ
シメチルセルロースナトリウムの
１種以上と併用する場合にあって
は、それぞれの使用量の和が食品
の 2.0％以下でなければならな
い。 

デンプングリコール酸ナトリウ
ムの使用量は、食品の 2.0％以下
でなければならない。 
ただし、デンプングリコール酸

ナトリウムをカルボキシメチルセ
ルロースカルシウム、カルボキシ
メチルセルロースナトリウム及び
メチルセルロースの１種以上と併
用する場合にあっては、それぞれ
の使用量の和が食品の 2.0％以下
でなければならない。 
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